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地銀等の農業融資への取組みとその特徴

〔要　　　旨〕

１　地銀等は中小企業，建設業向けの融資の伸張が難しいなかで，新たな融資先として農業

法人等の農業経営体に注目している。そこで農業融資に積極的に取り組んでいるとみられ

る10の地銀等に対して，取組姿勢，融資体制，特徴的な融資商品や融資手法，融資の動向

等について聞き取り調査を実施した。

２　聞き取り調査結果によると，地銀等では農業について地域の基幹的な産業の１つと位置

づけ，外部情報を活用することでアプローチ先を選定し，一般的に運転資金需要が見込ま

れる畜産経営体や，独自の販路開拓に取り組んでいる大規模な農業経営体を中心に営業活

動を行っている。大規模経営体に絞った効果的な活動により，新規融資先を増やしている。

また農業経営体の様々な資金需要に対応するために，地銀等は独自の融資商品の拡充を図

っている。さらに多くの地銀等では地域の農業者・食品関連産業の商品の販路拡大を支援

するために，地銀等が有するネットワークを活用して，バイヤーの紹介や商談会の開催を

行っている。

３　こうした地銀等の融資を可能としたのは，一定の収益性のある農業法人等が増加したこ

とや，農林漁業金融公庫による農業融資参入支援によって，農業経営体評価のための様々

な手法やノウハウが地銀等に蓄積されてきたことが大きく影響している。

４　今後の地銀等による農業融資の展開については，既存取引先の維持･深耕，耕種部門も

含めた相対的に小規模な農業経営体や，法人化する集落営農組織の資金需要への対応，あ

るいは，異業種から農業参入する経営体等の新規顧客を獲得することで融資の伸張を図っ

ていくものと考えられる。

また，地銀等のなかには，農機具販売店等との連携強化など業者営業によって資金需要

を効率的に把握しようとする動きもみられる。このように地銀等の農業融資の展開方向は，

従来農協系統が主に対応していた経営規模層や集落営農組織にまで対象を拡げようとして

おり，農協系統との競合関係はより深まるものと思われる。
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本稿は近年の地方銀行，第二地方銀行

（以下「地銀等」という）による農業融資へ

の取組みについて取りまとめるとともに，

今後の展開について考察することを課題と

している。

本稿の構成は次のとおりである。１，２

では地銀等による農業融資の取組みが積極

化している背景と農業融資の動向について

概観する。３では10の地銀等への聞き取り

調査に基づき，取組姿勢，融資体制，特徴

的な商品や融資手法，融資の動向等につい

て取りまとめる。その上で今後の展開につ

いて若干の考察を試みる。

近年，地銀等が農業融資への取組みを積

極化させている背景としては，以下のよう

なことが考えられる。

（１）融資対象先となる農業法人等の増加

我が国農業は農地面積の縮小，農業従事

者の減少・高齢化が進行し，生産基盤は総

じて脆弱である。そうしたなかでも，農業

法人等のなかに経営規模の拡大，経営の多

角化，農地の利用集積の促進等により経営

の効率化を図っているところも多い。また

一般的に，こうした農業経営体は経営能力

に優れ，融資審査のための財務諸表，事業

計画書，経営内容や将来性を客観的に示す

情報提供力に優れている。
（注１）

国は農業構造改革を加速するために，05

年の新たな「食料・農業・農村基本計画」

の策定以降，農業政策を認定農業者，集落

営農組織に重点的に実施し，また一般企業

等も含めた農業参入を促進するための政策

も進めている。認定農業者，農業法人の数

や異業種から農業参入する経営体数は増加

傾向にある。

農業政策の変化のなか，営農継続のため
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にも経営規模の拡大を図り，また経営規模

拡大の過程で個人経営から法人化していく

農業経営体が増えている。そのような経緯

で，地銀等の融資対象となる農業経営体数

が増えてきたことが，地銀等の農業融資積

極化の背景にあろう。

（注１）須田（2008）

（２） 地銀等の融資環境の変化と

農業融資参入支援

次に指摘できることは，金融庁による地

域密着型金融の推進に加えて，住宅ローン

や中小企業向け融資の競争が激しくなるな

かで，新たなマーケットを開拓する必要性

が高まっていることがあろう。
（注２）

住宅ローンについては改正建築基準法の

施行に伴い07年７月以降，新設住宅着工が

減少し，最近では景気後退による住宅需要

の減退から新規融資の伸びは鈍化してい

る。したがって金融機関間の新規獲得競争

は激化しているものとみられる。また中小

企業向け貸出については，経済情勢の悪化

に伴い中小企業の財務内容が全体的に悪化

したことで，07年後半から残高減少に転じ

ている。
（注３）

融資環境が厳しくなるなかで，先進的な

農業法人や異業種からの農業参入による新

たな農業経営体が増加傾向にあるために，

地銀等は引き続き農業融資に注目している

ものとみられる。ただし，地域密着型金融

推進という政策要請への対応については，

当初は数多くの金融機関で取組みがなされ

たが，その後の進展状況には地銀等の経営
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トップの意向，人的資源や情報網等を活用

できるか否かにより大きな違いがあるよう

である。
（注４）

積極的な取組みを継続している地

銀等は絞られてきているという見方もでき

よう。

こうした環境変化とあわせて，地銀等の

取組みには，農林漁業金融公庫（以下「農

林公庫」という）が民間金融機関による農

業融資参入のための環境整備を進展させた

ことも影響している。具体的には，農林公

庫は民間金融機関と業務協力を締結し，06

年度から業務協力行に対して業種別の業界

動向に関する情報提供や，スコアリングモ

デルを用いた個別の農業経営体の信用力の

評価結果を示す「農業版スコアリングサー

ビス」を提供している。さらに農林公庫と

常陽，愛媛，第四，秋田の各銀行との人事

交流も実施してきた。
（注５）

農林公庫は中小企業金融公庫等と統合

し，08年10月に発足した株式会社日本政策

金融公庫（日本公庫）の農林水産事業本部

となった。統合後も引き続き民間等とのネ

ットワーク深化，窓口機能の強化，農業経

営支援のための多様なサービス提供を行っ

ていくとしている。
（注６）

（注２）05年頃の地銀等の取組みについては長谷川
（2006）を参照。

（注３）中小企業庁（2009）
（注４）農林水産省（2008）
（注５）日本政策金融公庫（2009）
（注６）統合後の取組みとして明確に区別する必要
がある場合を除き，本稿では統合前の農林漁業
金融公庫（農林公庫）と表記している。



（１） 増加に転じた運転資金残高

地銀等国内銀行の農業への貸出金残高は

5,000億円程度で貸出金全体の0.1％程度で

あり，
（注７）

最近の残高は横ばいないし減少傾向

にある（第１図）。

ただ内訳をみると，設備資金の残高は減

少が続いているが，運転資金の残高は06年

度以降，前年比増加に転じている。営農類

型別の融資残高を示す資料はないが，今回

の聞き取り調査によれば，地銀等の融資先

としては，経営維持・拡大のために多額の

運転資金需要が発生する畜産経営のウェイ

トが高いものと考えられる。

（注７）国内銀行は都銀，地銀，第二地銀，信託銀
行のこと。農業貸出金残高は日銀公表の「貸出
先別貸出金」のうち「農業」のデータによる。
「農業」の残高は農業を営んでいる先に対する事
業性資金と定義されている。ただし当方実施の
地銀等への聞き取り調査によると農業を営む先
への各種貸出金が含まれ集計されている。した

がって，農家・農業の周辺分野を含む貸出金残
高であると理解するのが妥当である。

（２） 個別金融機関の動向

05年３月末から08年３月末にかけて農業

への貸出金残高が増加している金融機関数

は，地銀が64行中24行，第二地銀はデータ

が比較可能な43行中13行である。
（注８）

増加している金融機関数を地域別にみる

と，地銀は九州・沖縄の８行（福岡，十八，

親和，肥後，大分，宮崎，鹿児島，沖縄）が

最も多く，東北（みちのく，秋田，北都，山

形），中部（八十二，大垣共立，三重，百五）

ではそれぞれ４行が増加している（第１

表）。また関東では３行（常陽，足利，群馬）

が増加している。同様に第二地銀について

は，九州・沖縄が３行（長崎，南日本，沖

縄海邦）で増加しており，他地域と比較し

て残高の増加している金融機関が多い。北

海道では地銀（北海道），第二地銀（北洋）

ともに各１行で残高が増加している。

地銀等のなかでも，農業融資の残高を近

年増加させているのは，北海道，

東北，中部，関東，九州・沖縄と

いった，農業生産が比較的盛んな

地域を中心にしているといえよ

う。

（注８）各金融機関が公表しているデー
タは，国内銀行について日銀が公表し
ている「貸出先別貸出金」のうち「農
業」と同じ定義に基づく残高データで
ある。ただし内訳科目である設備資金，
運転資金は非公表。
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２　農業融資の動向

第1図　国内銀行における農業貸出金 
残高の推移　　　　 

運転資金 

資料　日本銀行ホームページより作成 
（注）　設備資金とは耐用年数が概ね１年以上の有形固定資産に要する資金

のことで, 運転資金とは全体から設備資金を差し引いたもの。           
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（３） スーパーＬ資金の受託貸付の増加

また地銀等は農林公庫との業務協力を進

め，自行の農業融資だけでなく，農林公庫

の受託貸付も増加させている。近年は，な

かでも，農業経営基盤強化資金（スーパー

Ｌ資金）の受託貸付を増やしている。

スーパーＬ資金の新規実行額は06年度ま

では減少傾向にあった。しかし国は金融面

での担い手対策の一環で，07年度～09年度

を集中改革期間として，認定農業者が借り

入れるスーパーＬ資金，農業近代化資金の

うち500万円超の貸付について無利子化措

置を実施した。このため，07年度のスーパ

ーＬ資金の新規実行額は，06年度と比べる

とほぼ倍増し，件数，金額ともに94年の資

金創設以来最高となった。そのなかで銀

行・信金による受託貸付もほぼ倍増してい

る（第２図）。

中期的にみても，スーパーＬ資金新規実

行額に占める銀行・信金による受託貸付の

割合は，01年度の7.6％から07年度の13.9％

へと上昇している。

次に地銀等への聞き取り調査に基づき，

農業融資の現状とその特徴について整理す

ると次のようになる。聞き取り調査は北海

道，東北，関東，中部，北陸，九州・沖縄

の各地域において，新聞報道等から農業融

資に積極的とみられる10の地銀等に対して

08年度下期を中心に実施したものである。

（１） 農業融資に対する考え方

地域の農業産出額やその営農類型の構成

比に違いはあるものの，聞き取り調査先で

は総じて，農業を地域の基幹的産業の１つ

と位置づけていた。また中小企業，建設業

向けの融資の伸張が難しいなかで，新たな

融資先として農業法人等の農業経営体に注

目し，今後は収益増加を期待できる事業に

していきたいと考えていた。

地銀等は地域に存在している多種多様な
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資料　農林漁業金融公庫『業務統計年報』各年度版 
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第1表　０５年３月末～０８年３月末にかけて農業 
　　 貸出金残高が増加している地銀等　 

北海道 

みちのく， 秋田， 
北都， 山形 

常陽， 足利， 群馬 

第四 

八十二， 大垣共立，  
三重， 百五 

 

広島， 山口 

四国 

福岡， 十八， 親和， 肥後，  
大分， 宮崎， 鹿児島， 沖縄 

北洋 

関西アーバン 

もみじ 

香川， 愛媛 

長崎，南日本，  
沖縄海邦 

長野 

東和， 東日本 

大光， 富山第一 

地銀 第二地銀 

３　聞き取り調査にみる

地銀等の農業融資の現状



企業，個人と取引関係があるため地域金融

機関としての強みがある。このため農業生

産に対する融資だけでなく自行取引先であ

る食品加工・流通等の農業関連産業を含め

た食品産業全体の活性化を通じて商流を構

築・拡大していきたいとしていたところが

多かった。

また農業融資を積極的に拡大することに

よって地域経済・産業の活性化，雇用創出

に貢献することが地域金融機関の果たすべ

き役割と考えている地銀等が多かった。た

だし，農業関連産業を含めた食品産業全体

へと波及させていく方法については，今後

の課題であるとしているところもあった。

なお08年秋以降，サブプライムローン問

題を契機とした金融危機が世界的規模で拡

大し，地域金融機関の経営にも影響してい

るが，そうした状況にあっても，融資スタ

ンスに特段の変化はないとしていた。農業

融資については金利競争によって短期間で

融資伸張を図るのではなく，時間をかけて

収益に結びつくビジネスモデルを構築して

いきたいと考えている地銀等が多かった。

（２） 融資体制と営業方法の特徴

ａ　専任担当者，専担部署の設置

融資体制については，いずれの地銀等も

本店に農業融資の担当者を配置していた。

農林公庫が創設した農業経営アドバイザー

の資格取得者や農林公庫との人事交流経験

者を担当者として配置しているところもあ

った。さらに聞き取り調査先の10行のうち

２行で専担部署を立ち上げていた。

本店の担当者が営業店に対して農業に関

する勉強会を定期的に開催し，さらに社内

報による業界情報の提供等により営業店の

融資担当者の農業関係の情報力強化を図っ

ているところもあった。また農業融資は担

い手政策等の農業政策の動向が大きく影響

することから，行政機関との連携を強化す

る動きもあった。

ｂ　積極的な営業活動による融資先の開拓

営業方法については，アプローチ先を選

定し，営業店を中心とした積極的な営業活

動により新規融資先を開拓することが重要

であるとしていた。

アプローチ先の選定については様々な情

報を活用していたが，具体的には，①農業

関連事業者（農業資材，農機具販売店）から

の紹介，②農業者からの口コミ，③農業法

人協会等の会員リスト，④専門誌等で取り

上げられた農業経営体，⑤自行の預金取引

先等であった。

地域の農業構造により多少の違いはある

ものの，こうした情報を基に，一般的に運

転資金需要が見込まれる畜産経営体や，独

自の販路開拓に取り組んでいる大規模な農

業経営体を中心に営業活動を行っていた。

農業が盛んな地域の営業店を対象に特に営

業活動を強化し，本店担当者が営業店の融

資担当職員と同行営業して，農業経営体か

ら得られる資金ニーズの情報を積極的に把

握して新規取引先の増加につなげていると

する地銀等もあった。

また大規模な農業経営体への営業活動が
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一巡したことから，徐々に個人の認定農業

者等に訪問先を広げるところや，畜産経営

体を中心に取引先を拡大してきたが，今後

は耕種部門へのアプローチを考えていると

ころもあった。

（３） 農業融資商品の充実と新たな融資

手法への取組み

ａ　融資商品の充実

農業融資の商品としては，当初は独自の

要綱による農業融資商品を開発してPRし，

融資実績につなげてきたところが多かっ

た。独自の商品は地銀等で様々であるが，

例えば，保証人のみの無担保融資で保証人

についても第三者保証は不要，融資期間は

10年未満，融資額は1,000万円までとし，

申し込みから審査結果通知までの期間が短

いことを特徴とする商品などがあった。そ

して融資実績が増えるなかで，農業経営体

の様々な資金需要に対応するために，融資

商品の拡充を図っている事例があった。

第２表は関東地方の某地銀の商品概要で

ある。この銀行では05年度下期に農業者向

けのスコアリング審査による融資商品Ａの

取扱いを開始し，積極的な営業活動の結果，

順調に実績を伸ばしてきた。

ただし融資商品Ａの融資額が最高500万

円であることから，まとまった資金需要に

対応するための融資商品の品揃えが課題と

なってきた。
（注９）

そこで08年度下期に農業者向

けの新しい融資商品Ｂ，Ｃを創設した。融

資金額はＢが個人1 ,000万円以内，法人

3,000万円以内，Ｃが6,000万円，法人１億

円と従来の商品と比べると融資枠の引上げ

を図ったものである。
（注９）500万円超の案件についても一般融資で対
応してきた。

ｂ　基金協会保証等の利用

また同行では08年度上期に県の農業信用

基金協会（以下「基金協会」という）と「債

務保証に関する基本契約」を締結し，Ｂ，

Ｃの商品について基金協会保証を付与する

商品設計とした。

基金協会の債務保証を利用できる融資機

関は，基金協会の区域内に本店または支店

をおいている農協，銀行，信金，信組であ

る。銀行は基金協会と債務保証契約を締結

し，保証利用額に応じた負担額を支払うこ

とで保証利用が可能となる。地銀等につい

ても制度的には基金協会保証を利用できる

が，これまで保証を利用している地銀等は
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設立１年以上の 
農業法人， 
個人農業者 

１００万円～ 
５００万円以内 

取扱 
開始 
時期 

資金 
使途 

対象者 

融資額 

金利 

期間 

資料　金融機関のホームページより作成 

第2表　関東地方の某地銀の農業者向け融資商品の概要 

０５年度 
下期 

Ａ 商品 

０８年度 
下期 

県農業信用基金協会の会員もしく 
は農協の組合員で， 基金協会保証を 
利用できる事業者  

担保 
保証人 

担保：無担保 
保証人：個人＝原則 
不要， 法人＝代表者 

担保：原則不要 
保証人：個人＝原則 
不要， 法人＝代表者 

担保：有担保 
保証人：個人＝原則 
不要， 法人＝代表者 

５％ 
※最大１．０％の金利 
優遇あり　 　 

１ヶ月以上５年以内 

銀行所定の短期プライムレートに 
連動する金利 
※認定農業者またはエコファーマー 
　認証取得者は最大０．５％の金利 
　優遇を実施 

２５年以内で農業信用基金協会が 
認めた期間  

Ｂ 

農業経営に必要な資金 

０８年度 
下期 

個人：１，０００万円以内 
法人：３，０００万円以内 

個人：６，０００万円以内 
法人：１０，０００万円以内 

Ｃ 



少ない状況にあった。
（注10）

また08年10月から日本公庫（農林水産事

業本部）は，農業者等の地銀等からの資金

調達を円滑化するために，新たにCDS（ク

レジット・デフォルト・スワップ）を活用し

た農業者向けの融資の信用補完業務を開始

した。地
（注11）

銀等のなかには，この枠組みを利

用した商品を創設したところもあった。

聞き取り調査先の地銀等のなかには，農

業融資は債権保全の面が推進上の課題とさ

れるケースもあるが，これら外部保証機関

等の利用により，ある程度緩和されると期

待しているところもあった。

一般的な信用リスク管理としては，過去

数年分の決算書類や青色申告書さらに事業

計画等によりながら経営内容を把握し，融

資判断しているところが多かった。また農

林公庫が提供している「農業版スコアリン

グサービス」を活用しているところもあっ

た。

ｃ　ABLへの取組み

また借入先の不動産担保や個人保証に依

存しない新たな資金調達手法である流動資

産担保融資（ABL＝アセット・ベースト・レ

ンディング）への取組みを行っている地銀

等もあった。ABLは融資の担保として，借

入者が保有する不動産以外の流動資産（商

品，在庫等）を充てるものである。在庫が

販売されて売掛金となり，売掛金が回収さ

れる事業のライフサイクルに着目し，在

庫・売掛金を一体として金融機関が担保取

得し，極度融資枠を設定するスキームのこ
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とである。

05年に動産の譲渡担保に関する法改正が

なされ，「動産・債権譲渡登記制度」が整

備された。担保となる動産の権利だけを貸

し手側に譲り渡し，この譲渡を不動産と同

様に登記することで担保権設定がされてい

ることを対外的に示すことが可能となった

ことが動産担保の活用の可能性を高めるも

のとなった。
（注12）

農業分野では，肉用牛につい

て国のトレーサビリティー制度が定着した

ことで個体管理が可能となったことも，債

権保全がより確実に行える条件となってい

る。

そうしたことから，大規模畜産経営体に

対して恒常的に運転資金を供給している地

銀等では畜産経営体でのABL導入に積極的

に取り組んでいた。また地銀等ではABLに

より融資先から定期的に個体管理表を提出

してもらうことで，経営状況を随時把握で

きるようになり，経営悪化した際の融資対

応が迅速化するものと期待していた。

（注10）茂野隆一（2008）
（注11）クレジット・デフォルト・スワップ とはク
レジットデリバティブの一種で，債権を直接移
転することなく信用リスクのみを移転できる取
引のこと。

（注12）茂野隆一（2008）

（４） 融資状況

ａ　融資残高の増加と要因

個別行の公表データに基づき農業への融

資状況をみると，05年３月末から08年３月

末にかけて10行中８行で残高が増加してい

る。残高増加の要因については，大規模経

営体に絞った営業活動を実施するなかで資
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金ニーズを把握し，融資してきたことが大

きい。

聞き取り調査先では畜産が盛んな地帯と

稲作地帯の地銀等とで違いがみられた。こ

れまで肉用牛肥育農家は規模拡大を積極的

に進めており，その過程で多額の資金を必

要とする。地銀等にとって畜産経営は経営

計画が比較的立てやすく，またABLの導入

によって経営状況を把握しやすい面がある

ことから，大規模な優良経営体を中心に融

資を積極的に行ってきた。実際，畜産が盛

んな地域では，農業経営体への融資残高の

うち畜産が占める割合が過半を占めている

とするところが多かった。畜産以外につい

ては独自の販路開拓に取り組んでいる相対

的に大規模な経営体を中心に融資している

ということであった。

稲作地帯の地銀等のなかには，畜産経営

への大規模な融資実績もあるが，畜産経営

以外の融資残高が大きく，融資先は農業法

人よりも個人経営体が中心であった。また

稲作経営体では畜産と比較して資金需要が

小さいことから，１件当たりの融資額が少

額であるとのことであった。

ｂ　農業制度資金とプロパー資金

聞き取り調査先のなかには，スーパーＬ

資金，農業近代化資金への無利子化措置が

実施されるなかで，農業経営体の借入ニー

ズがあることから，それらの資金の取扱い

をより積極化したところもあった。

地銀等独自の農業者向け融資商品の品揃

えが充実するなかで，大規模な設備資金等

の資金需要に対してはスーパーＬ資金，農

業近代化資金で対応し，急を要する資金需

要に対しては借入手続が簡便なプロパー資

金で対応するというような使い分けがなさ

れている。

ただし農業制度資金の取扱いについて

は，地銀等の収益に結び付きにくいことか

ら，営業店での融資担当者が取扱いに躊躇

する面があると指摘した地銀等もあった。

（５） 多様なサービスの提供

また単に農業経営体に融資するだけでな

く，地域の農業者・食品関連産業の商品の

販路拡大を支援するために，地銀等が有す

るネットワークを活用して，バイヤーの紹

介や商談会の開催を行っている事例が多か

った。また地銀間で連携し，共同で大規模

な商談会を開催するところもあった。なお

今回の調査先ではビジネスマッチングのサ

ービスに対する手数料を徴収している地銀

等はなかった。しかし今後は手数料徴収を

検討していきたいとする地銀等があった。

一方，ビジネスマッチングにはコストが

かかるが，地銀等にとっての収益が見込め

ないために取り組んでいないとするところ

もあった。

また農機具販売会社等と協力し，農業経

営体向けのセミナーを開催するところや地

銀等が外部の様々な農業関連団体と連携す

ることで農業経営体の経営支援，販路拡大

支援を図ろうとする動きもみられた。

農林金融2009・6
10 - 290



農林金融2009・6

ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

11 - 291

聞き取り調査結果を踏まえて，地銀等の

農業融資への取組みの特徴を取りまとめた

上で，今後の展開について考えてみたい。

地銀等では農業について地域の基幹的な

産業の１つと位置づけ，融資先として農業

法人等に注目している。アプローチ先を大

規模な畜産経営体や独自に販路開拓に取組

む農業経営体を中心に選別し，積極的な営

業活動を行っている。そして営業活動を通

じて資金需要を把握し，新規融資を増やし

てきた。

こうした地銀等の融資を可能としたの

は，地銀等の貸出条件に合うような財務諸

表を完備し，一定の収益性のある農業法人

等が増加したことや，農林公庫による地銀

等の農業融資への参入支援によって，地銀

等に農業経営評価のための様々な手法やノ

ウハウが蓄積されてきたことが挙げられ

る。

今後の展開について，農業融資の残高伸

張のためには大規模な経営体とりわけ畜産

経営だけでなく，耕種部門も含めた相対的

に小規模な農業経営体への融資が不可欠で

あると考えているところが多い。また大口

の融資案件だけでなく，小口の融資案件も

含めた様々な資金需要に対応していく必要

があると考えている。さらに異業種からの

農業参入を考えている経営体への参入支援

を行いながら，その資金需要にも対応して

いきたいと考えているところも多い。

稲作地帯の地銀等のなかには，農業政策

の展開により，法人化する集落営農組織は

増加するとみており，今後はこうした資金

需要に積極的に対応していきたいと考えて

いるところがあった。

さらに都市近郊の農業者に対しては，賃

貸住宅資金融資の拡大の余地があるとする

地銀等もあったし，実際に農業者への農業

融資の営業活動を通じて，賃貸住宅ローン

の借換えに至った事例があるとしていると

ころもあった。今後，営業活動を通じて得

られる農業者等の農業以外の様々な金融ニ

ーズも把握し，融資だけでなく，農業者・

農業法人等との預金や預かり資産の面での

取引にも応じていきたいという考えもあっ

た。

農業融資に限っても，今後は，既存取引

先の維持･深耕，耕種部門も含めた相対的

に小規模な農業経営体の小口の資金需要へ

の対応強化，異業種から農業参入する農業

経営体等の新規顧客の獲得等を通じ，残高

の伸張を図っていくものと考えられる。

ただ一方で，今後は営業活動の効率性を

高めることが重要であるとする地銀等も多

かった。既に地銀等のなかには，農機具販

売店等との連携を強化し，業者営業を実施

することで，農業経営体等の農機具等購入

の際の資金需要を効率的に把握しようとす

る動きが出てきている。収益性を考えれば，

小口の融資件数を増やすためには，資金ニ

ーズをいかに効率的に把握するかが重要な

ポイントということであろう。

４　取組みの特徴と今後の展開
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耕種部門を含めた小規模な農業経営体へ

の融資が進展していけば，農協との競合が

さらに表面化していく可能性がある。した

がって，引き続き地銀等の農業融資への取

組みに注目していく必要がある。

また本稿では資金供給サイドに着目して

地銀等の最近の農業融資への取組みについ

て分析してきた。地銀等の積極的なアプロ

ーチによって，農業経営体の資金調達にど

のような変化があるのか，またビジネスマ

ッチングによる販路支援等の金融以外のサ

ービスが農業経営体の経営動向にどのよう

な影響を与えているのか，今後の検討課題

としたい。
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